
叫)

昭和40年10月20日

寵塞盟関
陸上自衛隊では、11月中の実

弾射撃をつぎの とおり行ない

ます。
実施場所=池田射撃場

実施日程=4日'"'"'6日8日'"'"'12日

15日'"'"'17日29日-12月2日
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(
と
こ
を
と
じ
て
く
だ
さ
い
)

O 

学校ヘ早く安全に
H子供た ちを交通事故から守ろう "と交通安全母の会の方々が黄色

のたすきをかけて登校する子供たちを見まもっていますっ

道をわたる ときは、ワ ン(右〉ツー(左)スリ ー (右)ゴーで渡

りましよう。
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一
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H

貯
金
の
は
な
し
H

十
月
十
七
日
は
H

貯
蓄
の

一
日
H

と
決
め
ら
れ
て
い
ま

F

す
。

一

豊
か
な
家
庭
と
明
る

い
社

一
会
を
き
ず
き
、
国
民
生
活
が

ん
安
定
す
る
こ
と
は
私
た
ち
み

一

ん
な
の
願
い
で
す
。

一

私
た
ち
が
郵
便
局
に
預
け

ん
て

い
る
貯
金
は
大
蔵
省
の
資

一
金
運
用
部
を
通
じ
て
大
村
市

の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
に

融
資
さ
れ
住
宅
、学
校
、病
院

な
ど
の
建
設
、水
道
、
道
路
、

鉄
道
、
港
湾
の
整
備
な
ど
の

公
共
の
施
設
を
つ
く
る
資
金

と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
郵
便
貯
金
は

私
た
ち
の
街
を
明
る
く
し
、

住
み
よ

い
社
会
を
築
く
う
え

に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
貯
金
す
る
こ

と
は
、
家
庭
生
活
の
安
定
と

住
み
よ
い
郷
土
づ
く
り
の
た

め
に
大
き
く
貢
献
し
て
い

る

こ
と
を
再
認
識
し
た
い
も
の

で
す
。
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「一萱瀬中学校に特別教室できる-ー一一一一一一一一一一一ー
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萱瀬中学校に理

科と音楽の特別

教室ができあが

りま しfこ。

この校舎は軽量

鉄骨造り平墨建

で、面積は 281

平方メートノレ

総工費は約515

万円となってい

ます。

----------_ .~ 

来
年
一
月
か
ら

全
世
帯
員
に
七
割
給
付

国
民
健
康
保
険
で
お
医
者

さ
ん
に
か
か
っ
た
場
合
の
医

療
費
の
市
の
負
担
割
合
は
、

現
在
世
帯
主
七
割
、
家
族
五

割
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
か

ら
家
族
に
つ
い
て
も
七
割
を

市
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
従
っ
て
来
年
一
月

一
日
か
ら
は
被
保
険
者
の
皆

あなたは

国民年金手帳をお持ちですか

i国民年金はあなたのものです i

さ
ん
は
医
療
費
の
三
割
を
お

医
者
さ
ん
に
支
払
え
ば
よ
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
市
か
ら
お
医
者
さ
ん
へ
支

払
う
金
も
ふ
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保

険
税
の
納
入
に
つ
い
て
は
、

ぜ
ひ
納
期
内
に
完
納
く
だ
さ

る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

未

加

入

の

方

は

い

ま

せ

ん

か

?

職
場
の
健
康
保
険
や
生
活

保
護
の
適
用
を
受
け
て
い
る

人
以
外
は
だ
れ
で
も
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

職
場
の
年
金
制
度
に
入
っ

て
い
な
い
二
十
才
以
上
六
十

才
未
満
(
た
だ
し
明
治
四
十

四
年
四
月
一
日
以
前
生
れ
の

人
を
除
く
)
の
人
は
国
民
年

金
に
必
ず
入
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
「
届
出
が
お
く

れ
て
い
る
が
ど
う
し
た
ら
い

い
か
:
。

」
な
ど
と
思
案
し

て
い
る
方
は
今
す
ぐ
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

大
村
市
の
昭
和
四
十
年
十

月
一
日
の
強
制
加
入
被
保
険

者
は
約
九
千
八
百
人
、
任
意

，刷、 r

加
入
し
な
い
ま
ま
病
院
で

治
療
受
け
る
と
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
の
で
、
今
す

ぐ
保
険
年
金
課
文
は
出
張
所

に
届
出
を
し
て
下
さ
い
。

加
入
被
保
険
者
は
約
千
二
百

人
で
す
。
国
民
年
金
は
ど
ん

ど
ん
充
実
し
、
物
価
が
上
っ

た
り
国
民
の
生
活
が
上
っ
た

と
き
に
は
そ
れ
に
あ
う
よ
う

に
年
金
支
給
額
も
引
き
上
げ

る
こ
と
を
法
律
で
約
束
し
て

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
お
た

ず
ね
は
市
役
所
へ
お
た
ず
ね

く
だ
さ
い
。

十
月
は
国
民
年
金
保
険
料

七
、
八
、
九
月
分
を
納
め
る

月
で
す
。
必
ず
納
期
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

犬の放し飼いはやめましょう

とはすでにご承知のことと思いますが

まだ守っていない人も あるようです。

犬を飼っておられる方は、他人に迷惑

をかけないようにしてください。

犬を飼っておられる方で、まだ放し自可

いをし ている方はおりませんか。

犬は市の条例で自己の占有地外-での放

し飼いはできないことになっているこ

、>(、
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H

ネ
パ

ー
ル
の
子
供
た
ち
を

結
核
か
ら
守
る
μ

た
め
の
古

切
手
収
集
運
動
が
行
な
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
大
村
市
に
も

九
月
末
日
ま
で
に
つ

ぎ
の
方

々
か
白
一二
千
百
二
十
一
枚
の

切
手
が
ょ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ

い

ま
し
た
。
い
ま
か
ら
で

も
け

;-ー

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

H

ネ
パ

l
ル
の
子
供
の
た
め
に
H

自-

演賓・
古士 佐朱・

茎十・
と五・
運周・
動年・
..6. UJ・
~ 

つ
こ
う
で
す
。
市
役
所
総
務

課

へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

切
手
の
寄
贈
者

マ
下
小
路
口
一

瀬
末
雄

マ
水
主
町
住
友
晴
美
マ
片

町
中
尾
亮
子
マ
祝
崎
植
木

一
夫
マ
杭
出
津
三
区
森
ヒ

デ
マ
古
町
六
区
原
口
綾
子

ム
竹
松
部
隊
会
計
隊

陸
上
自
衛
隊
で
は
自
衛
隊

創
立
十
五
周
年
を
記
念
し
て

市
民
の
み
な
さ
ん

と
隊
員
と

の
交
歓
を
は
か
る
た
め
、
つ

ぎ
の
と
お
り
記
念
行
事
を
行

な
い
ま
す
。
多
数
お
で
か
け

'
く
だ
さ
い
。

前
夜
祭
(
演
芸
会
)

日

月

初

日

午
後

6
時

p
-
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お母さんたち

バレーボールにはりきる
10月12目、大村市営陸上競技場にコート 4面を作り市内

10地区の婦人会のパレーポーノレ大会がありました。この

日は、いつも家の中で静かに しているお母さんたちが、

大声で声援し、 珍プレーが続出しました。優勝戦は三城

と福重チームで争われ福重チームが優勝しました。

~ 

② ① ム ム子満でム もに 場 大 場
を家口度三も学りと試 試 な 市受 。の 十入受陸自・ 行関な所 10運 所

、L の科含科ま 身 !験 験つ 役 験 日八隊験海 な放お 月動
問の試 も目む試す 体は て所手 本才 す資 空 空・ ぃし当大 31会 中
し事験ので)験。検学 、いか続 国 以る格土'g'・ ま 武 日村日 央
ま 情 。中数 査科 ま大 籍 上月 の 募 ・ す器は部 公
す 将志 学学園 で 、 す村連 をこの 第 集・ 0 の部隊壬 言
。来願校 、語一 口 O 部絡 有 十 一 三
のの卒社(日述 隊 先 す五日 次 示を庭 9
希理業 会 作で試 で る才 現 募 な一時
望 由程の 文終験 行 男未 在 集 ど 般

轡)10~gまんかた| 的酒 3猿 ; 
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お

し
ら
せ
コ

り

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

百
日
咳
・
ジ
フ
テ

大村市政だよ

リ
ア
の
再
接
種

百
日
咳
ジ

フ
テ
リ
ア
の
予

防
接
種
は
三
回
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
二
回
じ

か
接
種
し
て
い
な
い
人
の
た

め
に
三
回
目
の
再
接
種
を
つ

ぎ
の
日
程
で
行
な
い
ま
す。

該
当
者

八
月
か
ら
十
月
ま

で
の
接
種
期
間
中
に
三
回
目

三
才
児
の
健
康
診
断

身
体
の
発
育
や
精
神
発
達

の
面
か
ら
、
も
っ

と
も
重
要

な
時
期
は
三
才
児
の
こ
ろ
と

い
わ
れ

て
い
ま
す
。

大
村
保
健
所
で
は
、
こ
れ
ら

三
才
児
に
た
い
し
、
発
育
不
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昭和40年10月20日

良
、
諸
習
癖
の
相
談
指
導
、

肢
体
不
自
由
、
精
神
薄
弱
、

視
力
、
聴
力
障
害
そ
の
他
疾

患
の
早
期
発
見
な
ど
総
合
的

な
健
康
相
談
を
つ
ぎ
の
と
お

り
行
な
い
ま
す
。

該
当
す
る
幼
児
を
お
も
ち

の
方
は
一
人
も
れ
な
く
相
談

し
て
健
康
な
よ
い
子
供
を
育

て
て
く
だ
さ
い
。

該

当

児

昭

和

三
十
六
年
十

一
月
一

日
か
ら
、
昭
和
三
十

七
年
十
月
三
十
日
ま
で
に
生

れ
た
も
の
。

料
金

無
料

な
お
、
な
る
べ
く
母
親
が
同

行
し
、
必
ず
母
子
手
帳
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

ナ
の
接
種
が
で
き
ず
初
回
免
疫

が
未
完
了
の
も
の
、
及
び
初

回
免
疫
を
受
け
て
か
ら
十
二

カ
月
か
ら
十
八
カ
月
を
経
過

し
た
も
の
。

料
金

無
料

一
場

所

一閣

!
日

一
該
当
地
点
己

一
市
立
病
院
百
月
2
日
一市
内
全
地
区
一

時
間
は
午
後
1
時
加
分
か
ら

3
時
却
分
ま
で
。

!
母
子
検
診
の
変
更

|

三
浦
出
張
所

日
月

5
日

鈴
田
出
張
所

日
月

6
日

竹
松
出
張
所

日
月
四
日

そ
の
他
の
地
区
は
定
例
の

と
お
り
に
行
な
い
ま
す
。

一一
一一一
一
一一
一一
一一一一一
一
一一

中
小
企
業
振
興
資
金
の

申
込
を
受
付
け
ま
す

借
入
申
込
者
の
資
格

市
内
に
住
所
と
庖
舗
が
あ
り

原
則
と
し
て
同
一
業
種
を
引

き
続
き

一
年
以
上
経
営
し
て

い
る
中
小
企
業
者
で
、
信
用

~.相α矧5長
:酒:今年 3月までの 1年間に、全国で飲ま

れたお酒の量は、いろいろなお酒を全部あわ

せて 369万キ ロリットノレで、一人当り約38リ

ットノレに当りま す。つまり女の人や赤ちゃん

も含めて 1人当り毎月 3リッ トノレあまり飲ん

でいることになります。また一番多く飲まれ

ているのはビールで、ぜんたいの54パーセン

トを占めており 、清酒は34パーセント 苅 しょ

うちゅうは 6パーセットとなっています。

お酒には、造り方により大きく三つに分け

られます。第一は醸造酒で米、麦、果物など

を騒酵させてろ過したもので、清酒、ビーノレ

ぶどう酒などがこれにあたります。つぎに蒸

溜酒といって、醸造した酒やもろみなどを蒸

溜したもので、 しようちゅう 、ワイスキ ー、

ブラシデなどがあります。最後は混成酒とい

って醸造酒や蒸溜酒に香料や糖分などを加え

て造るもので合成清酒、みりん、 リキワ ーノレ

など含まれます。

保
証
協
会
の
対
象
業
種
と
し

市
税
を
完
納
し
て
い

る
者。

資
金
の
使
途

運
転
資
金
及
び
設
備
資
金
と

し
、
旧
債
返
済
金
の
充
当
は

で
き
な
い
。

限
度
額

五
十
万
円
以
内

た
だ
し
、
本
制
度
に
よ
る
前

固
ま
で
の
貸
付
残
額
と
の
合

計
が
五
十
万
円
を
越
え
な
い

額
と
す
る
。

融
資
期
間
と
利
率

運
転
資
金
リ
一
年
以
内

設
備
資
金
H

二
年
以
内

利

率

リ

日
歩
二
銭
三
厘

申
込
所

商
工
会
議
所

受
付
期
間

十
月
二
十
五
日

よ
り
十

一
月
六
日
ま
で

た
だ
し
融
資
枠
に
達
し
た
場

合
は
申
込
を
締
切
り
ま
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は
商
工
水
産

課
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

妊
産
婦
や
乳
児
に

牛
乳
を
支
給
し
ま
す

妊
産
婦
の
健
康
保
持
、
胎

児
と
乳
児
の
体
位
向
上
を
は

か
る
た
め
、
つ
、
ぎ
の
該
当
者

に
牛
乳
を
支
給
し
ま
す。

該
当
者
で
受
給
を
希
望
さ

れ
る
方
は
母
子
手
帳
と
印
鑑

T、

を
持
っ
て
衛
生
課
で
受
給
申

請
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

該
当
者

大
村
市
に
居
住
し
て
い
る

生
活
保
護
世
帯
と、

本
年

度
の
市
民
税
非
課
税
世
帯

(
世
帯
員
全
員
が
非
課
税

の
場
合
)
で
妊
娠
満
五
カ

月
以
上
の
妊
婦
及
び
出
産

後
三
カ
月
未
満
の
産
婦
、

及
び
生
後
満
四
カ
月
以
上

十
二
カ
月
未
満
の
乳
児
。

支
給

受
給
申
請
を
受
理
し
、
支

給
決
定
を
し
た
月
の
翌
月

よ
り
支
給
し
ま
す。

三誕‘


